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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第97期

第１四半期
累計期間

第98期
第１四半期
累計期間

第97期

会計期間

(自 平成29年
４月１日

至 平成29年
６月30日)

(自 平成30年
４月１日

至 平成30年
６月30日)

(自 平成29年
４月１日

至 平成30年
３月31日)

経常収益 百万円 2,451 2,320 9,609

経常利益 百万円 286 137 1,311

四半期純利益 百万円 216 93 ―

当期純利益 百万円 ― ― 868

持分法を適用した場合の
投資利益

百万円 ― ― ―

資本金 百万円 2,500 2,500 2,500

発行済株式総数 千株 27,371 2,737 2,737

純資産額 百万円 28,296 29,261 28,898

総資産額 百万円 508,045 526,328 523,609

１株当たり四半期純利益 円 79.83 34.50 ―

１株当たり当期純利益 円 ― ― 320.46

潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益

円 ― ― ―

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

円 ― ― ―

１株当たり配当額 円 ― ― 27.50

自己資本比率 ％ 5.56 5.55 5.51

(注) １．当行は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、四半期連結累計期間等にかかる主要な経営指標等の

推移については記載しておりません。

２．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

３．当行は関連会社がないため、「持分法を適用した場合の投資利益」の記載はしておりません。

４．平成29年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を実施いたしました。「１株当たり四半期純利

益」及び「１株当たり当期純利益」は、前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算出しており

ます。

５．「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」については、潜

在株式がないため記載しておりません。

６．第97期の１株当たり配当額27.50円は、中間配当額2.50円と期末配当金25.00円の合計となります。なお、平

成29年10月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施いたしましたので、中間

配当額2.50円は当該株式併合前の配当額、期末配当額25.00円は当該株式併合後の配当額となります。

７．「自己資本比率」は、(四半期)期末純資産の部合計を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しておりま

す。

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当行が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、関係会社に

ついては、該当ありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態及び経営成績の状況

① 経営成績の分析

当第１四半期累計期間の経営成績につきましては、経常収益は、株式等売却益の減少等を主因に前年同期比１億

３１百万円減少し２３億２０百万円となりました。

一方、経常費用は、与信関係費用の増加等を主因に前年同期比１７百万円増加し２１億８２百万円となりまし

た。

その結果、経常利益は前年同期比１億４９百万円減少の１億３７百万円となり、四半期純利益につきましても、

前年同期比１億２３百万円減少の９３百万円となりました。

② 財政状態の分析

（主要勘定の状況）

当第１四半期末の主要勘定残高につきましては、預金及び譲渡性預金は、前事業年度末比１２７億４０百万円増

加の４，８０９億６２百万円となりました。貸出金につきましては、前事業年度末比３７億４３百万円減少の３，

７０７億３百万円となりました。有価証券につきましては、前事業年度末比１５億１６百万円減少の８８９億７２

百万円となりました。

（資産、負債および純資産の状況）

資産につきましては、現金預け金等の増加により、前事業年度末比２７億１９百万円増加の５，２６３億２８百

万円となりました。

負債につきましては、預金等の増加により、前事業年度末比２３億５６百万円増加の４，９７０億６７百万円と

なりました。

純資産につきましては、その他有価証券評価差額金等の増加により、前事業年度末比３億６３百万円増加の２９

２億６１百万円となりました。

なお、当行は銀行業の単一セグメントであるため、セグメントの業績は記載しておりません。
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国内・国際業務部門別収支

(経営成績説明)

国内業務部門では、資金運用収支は1,979百万円、役務取引等収支は△6百万円、その他業務収支は0百万円とな

り、国際業務部門では、資金運用収支は1百万円、役務取引等収支は0百万円、その他業務収支は1百万円となりま

した。

合計では、資金運用収支は1,980百万円、役務取引等収支は△5百万円、その他業務収支は1百万円となりまし

た。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第１四半期累計期間 2,009 1 2,010

当第１四半期累計期間 1,979 1 1,980

うち資金運用収益
前第１四半期累計期間 2,094 1

0
2,095

当第１四半期累計期間 2,045 1
0

2,046

うち資金調達費用
前第１四半期累計期間 84 0

0
84

当第１四半期累計期間 65 0
0
66

役務取引等収支
前第１四半期累計期間 △17 0 △16

当第１四半期累計期間 △6 0 △5

うち役務取引等収益
前第１四半期累計期間 246 1 248

当第１四半期累計期間 258 1 260

うち役務取引等費用
前第１四半期累計期間 263 0 264

当第１四半期累計期間 264 0 265

その他業務収支
前第１四半期累計期間 ― 1 1

当第１四半期累計期間 0 1 1

うちその他業務収益
前第１四半期累計期間 ― 1 1

当第１四半期累計期間 0 1 1

うちその他業務費用
前第１四半期累計期間 ― ― ―

当第１四半期累計期間 ― ― ―

(注) １．国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。

ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。

２．資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利

息であります。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況

(経営成績説明)

役務取引等収益は、260百万円となりました。

役務取引等費用は、265百万円となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第１四半期累計期間 246 1 248

当第１四半期累計期間 258 1 260

うち預金・貸出業務
前第１四半期累計期間 28 ― 28

当第１四半期累計期間 29 ― 29

うち為替業務
前第１四半期累計期間 86 1 88

当第１四半期累計期間 86 1 88

うち証券関連業務
前第１四半期累計期間 38 ― 38

当第１四半期累計期間 33 ― 33

うち代理業務
前第１四半期累計期間 18 ― 18

当第１四半期累計期間 19 ― 19

うち保護預り
貸金庫業務

前第１四半期累計期間 20 ― 20

当第１四半期累計期間 20 ― 20

うち保証業務
前第１四半期累計期間 0 ― 0

当第１四半期累計期間 0 ― 0

役務取引等費用
前第１四半期累計期間 263 0 264

当第１四半期累計期間 264 0 265

うち為替業務
前第１四半期累計期間 20 0 21

当第１四半期累計期間 20 0 21

(注) 国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。

ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。
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国内・国際業務部門別預金残高の状況

○ 預金の種類別残高(末残)

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第１四半期会計期間 466,810 72 466,883

当第１四半期会計期間 477,525 65 477,591

うち流動性預金
前第１四半期会計期間 189,167 66 189,234

当第１四半期会計期間 200,041 60 200,101

うち定期性預金
前第１四半期会計期間 275,236 6 275,242

当第１四半期会計期間 276,504 5 276,509

うちその他
前第１四半期会計期間 2,406 ― 2,406

当第１四半期会計期間 980 ― 980

譲渡性預金
前第１四半期会計期間 7,644 ― 7,644

当第１四半期会計期間 3,370 ― 3,370

総合計
前第１四半期会計期間 474,455 72 474,527

当第１四半期会計期間 480,896 65 480,962

(注) １．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

２．定期性預金＝定期預金＋定期積金

３．国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。
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国内・国際業務部門別貸出金残高の状況

○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

業種別
前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

国内業務部門 363,866 100.00 370,703 100.00

製造業 14,623 4.02 15,754 4.25

農業，林業 135 0.04 433 0.12

漁業 39 0.01 3 0.00

鉱業，採石業，砂利採取業 1,098 0.30 1,251 0.34

建設業 41,929 11.52 45,801 12.35

電気・ガス・熱供給・水道業 5,845 1.61 5,851 1.58

情報通信業 2,067 0.57 1,850 0.50

運輸業，郵便業 9,485 2.61 9,774 2.64

卸売業，小売業 38,738 10.65 40,217 10.85

金融業，保険業 8,733 2.40 8,979 2.42

不動産業，物品賃貸業 89,449 24.58 85,075 22.95

各種サービス業 48,814 13.41 51,813 13.98

地方公共団体 19,876 5.46 19,877 5.36

その他 83,029 22.82 84,018 22.66

国際業務部門 ― ― ― ―

製造業 ― ― ― ―

農業，林業 ― ― ― ―

漁業 ― ― ― ―

鉱業，採石業，砂利採取業 ― ― ― ―

建設業 ― ― ― ―

電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ―

情報通信業 ― ― ― ―

運輸業，郵便業 ― ― ― ―

卸売業，小売業 ― ― ― ―

金融業，保険業 ― ― ― ―

不動産業，物品賃貸業 ― ― ― ―

各種サービス業 ― ― ― ―

地方公共団体 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

合計 363,866 ―― 370,703 ――

(注) 国内業務部門は国内店の円建取引であります。国際業務部門は国内店の外貨建取引で、該当はありません。

　

(2) 経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当第１四半期累計期間において、当行の経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための

客観的な指標等に重要な変更はありません。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当行が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 8,000,000

計 8,000,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成30年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年８月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,737,160 同左 福岡証券取引所

権利内容に何ら限定のない当
行における標準となる株式
で、単元株式数は100株であ
ります。

計 2,737,160 同左 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　 該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成30年４月１日～
平成30年６月30日

― 2,737 ― 2,500 ― 1,203

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成30年３月31日）に基づく株主名簿による記載をして

おります。

① 【発行済株式】

平成30年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 28,700

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 2,685,700 26,857 ―

単元未満株式 普通株式 22,760 ― 一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 2,737,160 ― ―

総株主の議決権 ― 26,857 ―

(注) １. 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株含まれてお

ります。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が１個含まれてお

ります。

２．「単元未満株式」には、当行所有の自己株式68株が含まれております。

② 【自己株式等】

平成30年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式） 福岡市中央区大名二丁目
12番１号

28,700 ― 28,700 1.04
株式会社福岡中央銀行

計 ― 28,700 ― 28,700 1.04

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．当行の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第

63号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」

(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

２．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(自平成30年４月１日 至平

成30年６月30日)及び第１四半期累計期間(自平成30年４月１日 至平成30年６月30日)に係る四半期財務諸表につ

いて、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。

　なお、従来、当行が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、平成30年７月１日に名称を変更し、EY

新日本有限責任監査法人となりました。

３．当行は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

現金預け金 41,736 49,880

有価証券 90,488 88,972

貸出金 ※1 374,446 ※1 370,703

外国為替 265 210

その他資産 4,859 4,934

有形固定資産 13,564 13,509

無形固定資産 482 504

前払年金費用 1,566 1,624

支払承諾見返 176 148

貸倒引当金 △3,977 △4,161

資産の部合計 523,609 526,328

負債の部

預金 457,001 477,591

譲渡性預金 11,221 3,370

債券貸借取引受入担保金 20,930 10,398

その他負債 2,194 2,262

役員退職慰労引当金 185 193

睡眠預金払戻損失引当金 140 140

繰延税金負債 983 1,082

再評価に係る繰延税金負債 1,878 1,878

支払承諾 176 148

負債の部合計 494,711 497,067

純資産の部

資本金 2,500 2,500

資本剰余金 1,203 1,203

利益剰余金 17,102 17,127

自己株式 △125 △125

株主資本合計 20,680 20,706

その他有価証券評価差額金 3,963 4,301

土地再評価差額金 4,253 4,253

評価・換算差額等合計 8,217 8,555

純資産の部合計 28,898 29,261

負債及び純資産の部合計 523,609 526,328
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

(単位：百万円)
前第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成30年４月１日

　至 平成30年６月30日)

経常収益 2,451 2,320

資金運用収益 2,095 2,046

（うち貸出金利息） 1,742 1,710

（うち有価証券利息配当金） 347 333

役務取引等収益 248 260

その他業務収益 1 1

その他経常収益 106 11

経常費用 2,165 2,182

資金調達費用 84 66

（うち預金利息） 83 65

役務取引等費用 264 265

営業経費 1,656 1,608

その他経常費用 ※1 159 ※1 242

経常利益 286 137

特別損失 0 0

固定資産処分損 0 0

税引前四半期純利益 286 137

法人税、住民税及び事業税 75 96

法人税等調整額 △5 △53

法人税等合計 70 43

四半期純利益 216 93
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

前事業年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成30年６月30日)

破綻先債権額 293百万円 250百万円

延滞債権額 12,342百万円 12,387百万円

３ヵ月以上延滞債権額 ―百万円 ―百万円

貸出条件緩和債権額 1,683百万円 1,656百万円

合計額 14,319百万円 14,293百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

(四半期損益計算書関係)

※１. その他経常費用には、次のものを含んでおります。

前第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日)

貸倒引当金繰入額 119百万円 183百万円

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日)

減価償却費 87百万円 88百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

１．配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月29日
定時株主総会

普通株式 67 2.50 平成29年３月31日 平成29年６月30日
その他

利益剰余金

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

当第１四半期累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日)

１．配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月28日
定時株主総会

普通株式 67 25.00 平成30年３月31日 平成30年６月29日
その他

利益剰余金

（注）平成29年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を実施いたしました。

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当行は、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(有価証券関係)

※１．会社の事業の運営において重要なものであることから記載しております。

※２．四半期貸借対照表の「有価証券」を記載しております。

１．満期保有目的の債券

該当事項はありません。

２．その他有価証券

前事業年度(平成30年３月31日)

取得原価(百万円)
貸借対照表

計上額(百万円)
差額(百万円)

株式 5,924 9,310 3,385

債券 70,545 72,806 2,260

国債 41,627 43,448 1,820

地方債 3,312 3,361 49

社債 25,605 25,996 391

その他 7,213 7,297 84

合計 83,683 89,414 5,731

当第１四半期会計期間(平成30年６月30日)

取得原価(百万円)
四半期貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 5,924 9,900 3,976

債券 68,531 70,619 2,088

国債 41,624 43,308 1,684

地方債 3,412 3,458 45

社債 23,493 23,851 358

その他 7,212 7,369 156

合計 81,668 87,889 6,220

(注) １．上表には、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は含めておりません。

２．その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価

まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期貸借対照表計上額(貸

借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第１四半期累計期間(事業年度)の損失として処理(以下、

「減損処理」という。)しております。

前事業年度及び当第１四半期累計期間における減損処理額はありません。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、発行会社の信用リスク(自己査定における債

務者区分、外部格付等)、過去の一定期間における時価の推移等を勘案した基準により行っております。
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(持分法損益等)

関連会社がないため記載しておりません。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

前第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日)

１株当たり四半期純利益 円 79.83 34.50

（算定上の基礎）

四半期純利益 百万円 216 93

普通株主に帰属しない
金額

百万円 ― ―

普通株式に係る
四半期純利益

百万円 216 93

普通株式の
期中平均株式数

千株 2,708 2,708

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないので記載しておりません。

２．平成29年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を実施いたしました。１株当たり四半期純利益

は、前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算出しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成30年８月10日

株式会社福岡中央銀行

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 藤 井 義 博 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 伊 加 井 真 弓 ㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社福岡中

央銀行の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの第98期事業年度の第１四半期会計期間(平成30年４月１日から平

成30年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成30年４月１日から平成30年６月30日まで)に係る四半期財務諸表、す

なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社福岡中央銀行の平成30年６月30日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め

られなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以 上

　

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行（四半

期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成30年８月14日

【会社名】 株式会社 福岡中央銀行

【英訳名】 THE FUKUOKA CHUO BANK, LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 古 村 至 朗

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 福岡市中央区大名二丁目12番１号

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所

(福岡市中央区天神二丁目14番２号)
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１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当行取締役頭取古村至朗は、当行の第98期第１四半期（自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日）の四半期

報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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